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 （提案理由） 

 本件は、墓地等の経営の安定性及び永続性を確保するとともに、墓地等と周

辺の生活環境との調和を図り、もって公衆衛生の向上と公共の福祉に寄与する

ことを目的として、提案するものである。 

 



 
京田辺市条例第  号 

 

京田辺市墓地等の経営の許可等に関する条例（案） 

  

 （目的） 

第１条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号。

以下「法」という。）第１０条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場（以下

「墓地等」という。）の経営の許可等に係る基準、手続その他法の施行に関

し必要な事項を定めることにより、墓地等の経営の適正化及び墓地等と周辺

環境との調和を図り、もって公衆衛生その他公共の福祉の確保に寄与するこ

とを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の

例による。 

 （墓地等の経営の理念） 

第３条 墓地等の経営は、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他

公共の福祉の見地から支障なく行われるよう、その公益性及び永続性が確保

されなければならない。 

 （経営主体） 

第４条 墓地等の経営主体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければ

ならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その

他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 

 （１） 地方公共団体 

 （２） 宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第４条第２項に規定する

宗教団体であって、同法に基づき市内に主たる事務所が登記された日

の翌日から起算して次条に規定する事前協議書を提出する日までの期

間が５年以上経過し、当該事務所を拠点として継続して宗教活動を行

っているもの（以下「活動宗教法人」という。） 

 （３） 墓地等の経営を目的とする公益法人（公益社団法人及び公益財団法

人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号。以下この号にお



 

いて「公益法人法」という。）第２条第３号に規定する公益法人）で

あって、次のア及びイに該当するもの（以下「活動公益法人」という

。） 

  ア 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８

号）に基づき市内に主たる事務所が登記された日の翌日から起算して次

条に規定する事前協議書を提出する日までの期間が５年以上経過してい

ること。 

  イ 公益法人法第４条の規定により行政庁（都道府県知事に限る。）の認

定を受けた日の翌日から起算して次条に規定する事前協議書を提出する

日までの期間が５年以上経過していること。 

 （４） 一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された規則で定

める団体（以下「地域団体」という。）であって、現に墓地を管理し

ている地域団体（以下「活動地域団体」という。） 

 （事前協議） 

第５条 法第１０条第１項の規定による墓地等の経営に係る許可（以下「経営

許可」という。）又は同条第２項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しく

は火葬場の施設の変更に係る許可（以下「変更許可」という。）を受けよう

とする者（地方公共団体を除く。以下「申請予定者」という。）は、規則で

定めるところにより、当該許可を受けようとする日（以下「申請予定日」と

いう。）の１２０日前までに、事前協議書を提出し、墓地等の経営又は変更

に係る計画（以下「墓地等経営計画」という。）について市長と協議しなけ

ればならない。 

２ 前項の場合において、活動地域団体は、現に管理している墓地に限り、区

域の変更を申請することができる。ただし、市長が特に必要と認めたときは

、この限りでない。 

 （建設予定標識の設置） 

第６条 前条の事前協議書を提出した申請予定者は、規則で定めるところによ

り、申請予定日の９０日前までに、墓地等の経営又は変更を計画している区

域内の見やすい場所に、その概要を示す標識（以下「建設予定標識」という

。）を設置しなければならない。 



 

２ 申請予定者は、建設予定標識を設置したときは、規則で定めるところによ

り、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

３ 建設予定標識は、第１８条第２項の規定による工事の完了の届出をするま

での間、設置しておかなければならない。 

 （説明会の開催等） 

第７条 前条第２項の規定による届出をした申請予定者は、規則で定めるとこ

ろにより、申請予定日の６０日前までに、墓地等経営計画について、計画し

ている区域に属する地域団体、計画している区域の敷地の境界線からの水平

距離が１２０メートル（当該墓地等経営計画に火葬場が含まれる場合にあっ

ては、３２０メートル）の区域内の土地又は建物を所有し、又は占有する者

その他市長が必要と認めるもの（以下「周辺住民等」という。）に対し、説

明会を開催しなければならない。ただし、申請予定者は、その責めに帰する

ことができない事由により説明会を開催することができないときは、速やか

にその旨を市長に届け出るとともに、周辺住民等に対して、戸別訪問の方法

による説明又は墓地等経営計画の概要を記した書類及び図面（以下「墓地等

経営計画概要書」という。）の提供を行い、かつ、周辺住民等の見やすい場

所に墓地等経営計画概要書を掲示しなければならない。 

２ 申請予定者は、前項の規定による周辺住民等への周知の内容及びその結果

を記載した規則で定める書類を作成し、市長に報告しなければならない。 

 （周辺住民等との協議）  

第８条 申請予定者は、周辺住民等から墓地等経営計画について、規則で定め

る日までに次の各号のいずれかに該当する意見の申出があったときは、当該

申出をした周辺住民等と十分に協議するとともに、その理解を得るように努

めなければならない。 

 （１） 公衆衛生その他公共の福祉の見地からの意見 

 （２） 墓地等の構造設備と周辺環境との調和についての意見 

 （３） 墓地等の建設工事の方法等についての意見 

２ 申請予定者は、前項に規定する協議をしたときは、協議した内容及びその

結果を記載した規則で定める書類を作成し、市長に報告しなければならない

。 



 

 （隣接土地所有者の同意） 

第９条 申請予定者は、あらかじめ墓地等の経営又は変更を計画している区域

に隣接する土地（隣接する土地が公共施設の場合にあっては、当該公共施設

を挟む対側地までの水平距離が４メートル未満で接している部分がある土地

を含む。以下同じ。）の所有者（以下「隣接土地所有者」という。）に対し

、規則で定める説明事項を説明し、規則で定める同意書を用いて、墓地等を

設置することの同意を得なければならない。ただし、申請予定者は、その責

めに帰することができない事由により、当該説明をすることができないとき

、又は当該同意を得ることができないときは、隣接土地所有者に対して、墓

地等経営計画概要書の提供その他の必要な措置を講じ、その結果を記載した

規則で定める書類を作成し、市長に報告しなければならない。 

 （経営許可等の申請） 

第１０条 経営許可を受けようとする者（以下「経営許可申請者」という。）

は、規則で定めるところにより、第５条の規定による協議を終了した日から

起算して１年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類

及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （１） 経営許可申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 （２） 管理者（法第１２条の規定による管理者をいう。以下同じ。）の氏

名及び住所 

 （３） 墓地等の名称及び所在地 

 （４） 墓地等の区域の面積 

 （５） 墓地等の概要 

 （６） 附属施設の種類及び構造 

 （７） その他規則で定める事項 

２ 変更許可を受けようとする者（以下「変更許可申請者」という。）は、規

則で定めるところにより、第５条の規定による協議を終了した日から起算し

て１年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図

面を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （１） 変更許可申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 （２） 管理者の氏名及び住所 



 

 （３） 墓地等の名称及び所在地 

 （４） 変更前及び変更後の墓地等の区域の面積 

 （５） 変更の内容及び理由 

 （６） 変更後の墓地等の概要 

 （７） 変更後の附属施設の種類及び構造 

 （８） 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無及びその措置内容 

 （９） その他規則で定める事項 

３ 前２項の規定による申請は、第５条から前条までに規定する手続を経た場

合に限りすることができる。ただし、変更許可申請者は、前項の規定による

申請をする場合であって、墓地等の変更を計画している区域に隣接する土地

が新たに生じないときは、前条に規定する手続を省略することができる。 

４ 法第１０条第２項の規定による墓地等の廃止に係る許可（以下「廃止許可

」という。）を受けようとする者（以下「廃止許可申請者」という。）は、

規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定め

る書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （１） 廃止許可申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 （２） 墓地等の名称及び所在地 

 （３） 墓地等の種類 

 （４） 墓地等の区域の面積 

 （５） 廃止の内容及び理由 

 （６） 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無及びその措置内容 

 （７） その他規則で定める事項 

 （経営許可等の決定等） 

第１１条 市長は、前条第１項、第２項又は第４項の規定による申請があった

ときは、その内容を審査の上、経営許可、変更許可又は廃止許可の可否を決

定し、経営許可申請者、変更許可申請者又は廃止許可申請者に通知するもの

とする。 

２ 市長は、前項の規定による許可をするときは、この条例の目的を達成する

ために必要な限度において条件を付することができる。 

３ 市長は、墓地等の経営に当たり、次条から第１４条までに規定する基準に



 

適合せず、必要な関係法令（条例を含む。以下同じ。）等の規定を遵守する

ものであると認められないときは、経営許可をしてはならない。 

４ 市長は、改葬を伴う変更許可の申請があった場合であって、当該改葬が完

了していると認められないときは、変更許可をしてはならない。 

５ 市長は、墓地の区域の変更を伴う変更許可の申請があった場合であって、

変更する前の墓地の区域の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の

合計が、既に経営許可を受けている墓地の区域の面積の２倍を超えるときは

、変更許可をしてはならない。 

６ 市長は、廃止許可の申請があった場合であって、墓地に埋蔵し、若しくは

埋葬し、又は納骨堂に収蔵されている焼骨等の改葬が完了していると認めら

れないときは、廃止許可をしてはならない。ただし、当該墓地又は納骨堂を

引き続き法第１０条第１項又は第２項の許可を受けて経営しようとする者が

あるときは、この限りでない。 

 （墓地等の経営の基準） 

第１２条 活動宗教法人若しくは活動公益法人が経営主体となる墓地等又は活

動地域団体が経営主体となる墓地は、次に掲げる事項に該当しなければなら

ない。 

 （１） 設置予定地域における墓地等の需要状況を踏まえ、墓地等を設置し

、又は変更しなければ当該地域の住民の墓地等の需要を満たすことが

できない相当な理由があること。 

 （２） 経営が営利目的でないこと。 

 （３） 永続的に管理されることが見込まれること。 

 （４） 経営に係る資金計画が適切であること。 

 （５） 管理料及び使用料が適正であること。 

 （６） 維持管理の方法が適切であること。 

 （７） 責任役員会等の意思決定機関の議決を経ていること。 

 （墓地等の設置場所の基準） 

第１３条 墓地等は、次に掲げる施設の敷地の境界線からの水平距離が１００

メートル（火葬場の場合にあっては、３００メートル）の区域内においては

、設置してはならない。ただし、経営許可又は変更許可の申請後に京田辺市



 

開発行為等の手続等に関する条例（平成１９年京田辺市条例第２２号）第９

条第１項の規定による申請があったときは、この限りでない。 

 （１） 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分（人の居住の用以外の用

に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。） 

 （２） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校 

 （３） 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第１項に規定する

児童福祉施設 

 （４） 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する

病院及び同条第２項に規定する診療所のうち患者を入院させるための

施設を有するもの 

 （５） 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する図

書館 

 （６） 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２０条に規定する公民

館 

 （７） 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する老

人福祉施設 

 （８） 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２５項に規定する

介護保険施設 

 （９） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定する障害者支援施設 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合であって、市長が市民の宗教的感情に

適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めると

きは、前項の規定は、適用しない。 

 （１） 地方公共団体又は活動地域団体が、経営している墓地の需要状況に

応じ、当該墓地の区域を変更しようとするとき。 

 （２） 活動宗教法人が、所有する境内地（宗教法人法第３条に規定する境

内地をいう。）内において、経営している墓地の需要状況に応じ、当

該墓地の区域を変更し、又は納骨堂を設置しようとするとき。 

 （３） 納骨堂又は火葬場の施設を変更しようとするとき。 

 （４） 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 



 

３ 墓地等を設置する土地は、活動宗教法人又は活動公益法人が経営主体とな

る場合にあっては、当該経営主体が所有権を有し、かつ、次の各号のいずれ

の権利も設定されていない土地でなければならない。ただし、市長が当該墓

地等の経営に影響がないと認めるときは、この限りでない。 

 （１） 地上権 

 （２） 質権 

 （３） 賃借権 

 （４） 抵当権（根抵当権を含む。） 

４ 第１項に定めるもののほか、墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合

しなければならない。 

 （１） 河川、鉄道及び国道、府道その他交通の頻繁な道路の管理の境界線

から墓地等の区域の境界線までの水平距離が２０メートル以上離れて

いること。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛

生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限り

でない。 

 （２） 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがないこと。 

 （３） 墓地等へ至る主たる道路が、一般車両の安全な通行を確保するため

に必要な幅員を有していること。 

 （４） 墓地等からの排水が、下流地域における流下能力を考慮したもので

あること。 

 （墓地等の構造設備等の基準） 

第１４条 墓地等には、次に掲げる区分に応じた構造設備等を設けなければな

らない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他

公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 

 （１） 墓地 

  ア 周囲の景観と調和していること。 

  イ 墓地の敷地の境界線に接し、その内側に障壁又は密植したかん木の生

垣等を設け、かつ、３メートル以上の緑地帯が設けられていること。た

だし、墓地の区域の面積が１，０００平方メートル未満の場合であって

、当該墓地の境界線に高さ１．８メートル以上の障壁等が設けられてい



 

るときは、この限りでない。 

  ウ 墓地内の通路は、有効幅員が１メートル以上あり、各墳墓に接続する

ものであること。 

  エ 墓地内の通路は、ぬかるみにならない構造であること。 

  オ 墓地に雨水その他の地表水が停滞しないようにするための排水設備が

設けられていること。 

  カ 墓地の規模に応じた管理事務所、給排水設備、ごみ集積所、便所及び

休憩所が設けられていること。 

  キ 規則で定める駐車台数の規模以上の駐車場が設けられていること。た

だし、墓地の経営主体が当該墓地の近隣の場所に駐車場を確保できる場

合であって、周辺住民等の生活環境に支障がないと認められるときは、

この限りでない。 

  ク 移動等円滑化（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（平成１８年法律第９１号）第２条第２号に規定する移動等円滑化を

いう。以下同じ。）のために必要な措置が講じられていること。 

  ケ 面積が１０，０００平方メートル以上の墓地にあっては、ア及びウか

らクまでに掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものであるこ

と。 

  （ア） 墓地の敷地の境界線に接し、その内側に障壁又は密植したかん木

の生垣等を設け、かつ、５メートル以上の緑地帯が設けられている

こと。 

  （イ） 墳墓の総面積が墓地の面積の３分の１以下であること。 

  （ウ） 墓地内に有効幅員が３メートル以上の幹線通路が設けられている

こと。 

  （エ） 既設道路から有効幅員が４メートル以上の進入路が確保されてい

ること。 

 （２） 納骨堂 

  ア 周囲の景観と調和していること。 

  イ 納骨堂の周囲は、相当の空地を有し、かつ、その境界に障壁又は密植

したかん木の生垣等が設けられていること。ただし、建物の一部におい



 

て堅固な障壁等で他の施設と区画して経営するときは、この限りでない

。 

  ウ 納骨堂の出入口及び納骨設備が施錠ができる構造であること。 

  エ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第７号に規定する耐

火構造とし、内部の設備に同条第９号に規定する不燃材料が用いられて

いること。 

  オ 消火及び防火のための設備が設けられていること。 

  カ 換気設備が設けられていること。 

  キ 納骨堂の規模に応じた管理事務所、給排水設備、ごみ集積所、便所及

び休憩所が設けられていること。 

  ク 規則で定める駐車台数の規模以上の駐車場が設けられていること。た

だし、納骨堂の経営主体が当該納骨堂の近隣の場所に駐車場を確保でき

る場合であって、周辺住民等の生活環境に支障がないと認められるとき

は、この限りでない。 

  ケ 移動等円滑化のために必要な措置が講じられていること。 

 （３） 火葬場 

  ア 周囲の景観と調和していること。 

  イ 火葬場の敷地の境界線に接し、その内側に障壁又は密植したかん木の

生垣等を設け、かつ、３メートル以上の緑地帯が設けられていること。 

  ウ 火葬場の出入口に施錠ができる門扉が設けられていること。 

  エ 火葬炉は、防臭、防じん、防音及び大気汚染防止について、十分な能

力を有する排ガス再燃焼装置等が設けられていること。 

  オ 収骨室及び遺体保管室が設けられていること。 

  カ 収骨容器等を保管する施設が設けられていること。 

  キ 残灰庫が設けられていること。 

  ク 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合室、給排水設備、ごみ集積所

、便所及び休憩室が設けられていること。 

  ケ 規則で定める駐車台数の規模以上の駐車場が設けられていること。た

だし、火葬場の経営主体が当該火葬場の近隣の場所に駐車場を確保でき

る場合であって、周辺住民等の生活環境に支障がないと認められるとき



 

は、この限りでない。 

  コ 移動等円滑化のために必要な措置が講じられていること。 

 （みなし許可に係る届出） 

第１５条 墓地又は火葬場の経営者は、法第１１条第１項又は第２項の規定に

より当該墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止に係る許可があったものとみ

なされたときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届

出書に規則で定める書類及び図面を添えて、市長に届け出なければならない

。 

 （１） みなし許可に係る届出者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の

所在地 

 （２） 管理者の氏名及び住所 

 （３） 都市計画事業等の名称及び確定日 

 （４） 墓地又は火葬場の名称及び所在地 

 （５） 墓地又は火葬場の区域の面積 

 （６） その他規則で定める事項 

 （申請事項の変更の届出） 

第１６条 墓地等の経営者は、変更許可を受ける必要がある場合を除き、第１

０条第１項若しくは第２項の規定により提出した申請書に記載した事項又は

前条の規定により提出した届出書に記載した事項に変更が生じたときは、速

やかに規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書に変更

を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。 

 （１） 申請書又は届出書に記載した事項の変更に係る届出者の名称、代表

者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 （２） 墓地等の名称及び所在地 

 （３） 墓地等の区域の面積 

 （４） 変更の内容及び理由 

 （５） 変更日 

 （６） その他規則で定める事項 

 （工事の着手の届出） 

第１７条 墓地等の経営者は、経営許可又は変更許可に係る工事に着手しよう



 

とするときは、規則で定めるところにより、当該工事に着手しようとする日

の７日前までに、市長に届け出なければならない。 

 （工事の完了の検査等） 

第１８条 墓地等の経営者は、正当な理由がある場合を除き、経営許可又は変

更許可を受けた日から３年以内に、当該許可に係る工事を完了しなければな

らない。 

２ 墓地等の経営者は、前項の工事が完了したときは、規則で定めるところに

より、速やかに市長に届け出なければならない。 

３ 市長は、前項の規定による届出があったときは、第１３条及び第１４条の

基準に適合しているか検査し、その結果を墓地等の経営者に通知するものと

する。 

４ 墓地等の経営者は、前項の規定による通知の後でなければ、墓地等を使用

し、又は使用させてはならない。 

 （埋葬の禁止） 

第１９条 墓地等の経営者及び管理者（以下「経営者等」という。）は、埋葬

をさせてはならない。ただし、市長がこの条例の目的を達成するために支障

がないと認めるときは、この限りでない。 

 （関係機関に対する照会） 

第２０条 市長は、第１０条第１項又は第２項の規定による申請があったとき

は、関係機関に対し、次に掲げる事項について照会を行うものとする。この

場合において、当該申請に係る墓地等の所在地が他の市町に隣接するときは

、併せて、当該市町の長に対して、次に掲げる事項について照会を行うもの

とする。 

 （１） 公衆衛生その他公共の福祉の見地からの意見 

 （２） 関係法令による許可等を要する事項の有無 

 （３） 関係法令による許可等を要する事項があるときは、その手続の進捗

状況及び当該許可等の見通し 

 （経営者等の遵守事項） 

第２１条 経営者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 （１） 経営者等が墓地等の管理及び運営を行うこと。ただし、付随的な事



 

務を委任するときは、この限りでない。 

 （２） 墓地等の経営及び管理を行う組織及び責任体制を明確にしておくこ

と。 

 （３） 墓地等を常に清潔に保つこと。 

 （４） 墓石等が倒壊し、又は倒壊するおそれがあるときは、速やかに安全

対策を講じ、又は当該墓石等の所有者に同様の措置を講ずるよう求め

ること。 

 （５） 墓地等が老朽化し、又は破損したときは、速やかに修繕等を行うこ

と。 

 （勧告） 

第２２条 市長は、第５条から第９条までに規定する手続が適正になされてい

ないと認めるときは、申請予定者に対し、期限を定めて、必要な手続を履行

すべきことを勧告することができる。 

２ 市長は、第１５条から第１７条まで又は第１８条第２項に規定する手続が

適正になされていないと認めるときは、墓地等の経営者に対し、期限を定め

て、必要な手続を履行すべきことを勧告することができる。 

３ 市長は、第１８条第１項又は第４項の規定が遵守されていないと認めると

きは、墓地等の経営者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告

することができる。 

４ 市長は、第１９条又は前条の規定が遵守されていないと認めるときは、経

営者等に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができ

る。 

 （公表） 

第２３条 市長は、前条各項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく

その勧告に従わないときは、その者の名称、所在地及び代表者の氏名並びに

当該勧告の内容を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公

表の対象となる者にその理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与え

なければならない。 

 （立入調査等） 



 

第２４条 市長は、法第１８条第１項に規定するもののほか、この条例の施行

に必要な限度において、市長が指定する職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、

その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させるこ

とができる。 

２ 前項の規定により立入調査し、又は質問をする職員は、その身分を示す証

明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければなら

ない。 

３ 第１項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認めら

れたものと解釈してはならない。 

 （規則への委任） 

第２５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年７月１日から施行する。 

 （現に存する墓地等に係る経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存する墓地等については、墓地の区域又は納骨堂

若しくは火葬場の施設を変更する場合を除き、第４条及び第１２条から第１

４条までの規定は、適用しない。 

３ この条例の施行の日前に京田辺市墓地等の経営の許可等に関する規則（平

成２４年京田辺市規則第１４号）第４条の規定による申請が行われた墓地等

の経営の許可等に係る手続、基準等については、なお従前の例による。 


